
新 見 警 察 署 速 度 取 締 り 指 針

令和 ８年 ７月

○ 新見警察署の令和８年下半期の速度取締り重点は次のとおりです。

▼ 思誠、新見南・高尾小学区の順に多く発生しています。

その他の交通指導取締り要点

国道180号における速度超過を伴う
時間別人身交通事故発生状況

主要路線別人身交通事故発生状況 速度超過を伴う人身交通事故発生割合

国道180号における
学区別人身交通事故発生状況

▼ 人身交通事故の５割以上が国道180号で発生しています。 ▼ 速度超過を伴う事故は、国道180号が57パーセントを
占めています。

▼ 午前１０時から午後８時の発生が多い。
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重点路線 重点時間 区 間 規制速度

国道１８０号 １４：００～１６：００ 千屋（千屋小学区）地内～新見（草間台小学区）地内

４０キロ又は
５０キロ

★ 重点路線以外の場所、時間帯においても速度取締りを実施することがあります。

○ 交通事故の多発地域を中心とした座席ベルト装着義務違反、携帯電話使用等違反、横断歩行者等妨
害等違反、合図不履行違反、交差点関連違反等の取締りも実施します。

○ 通学路や生活道路におけるドライバーの緊張感を高めるため、可搬式速度違反自動取締装置を使用
した速度取締り、可搬式パトライト設置、駐留監視、レッド走行等を実施します。

新見警察署管内における交通実態等（過去１０年間）


